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１ 教育行政施策評価の概要　 

朝霞市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果に

関する報告書を市議会に提出するとともに、広く公表しています。 

令和５年度に実施した教育行政の施策についても、効果的な教育行政の推進に

資するとともに市民への説明責任を果たすため、教育行政施策評価会議において

点検・評価を実施し、この報告書を取りまとめました。 

朝霞市教育委員会は、今後も自己の評価の結果と学識経験を有する方の意見を

踏まえ、改善すべき点は改善し、各施策をより効率的かつ効果的に進めてまいり

ます。 
 

 

 

２ 教育行政施策評価の基本方針　 

　朝霞市教育委員会では、朝霞市教育行政施策評価実施要綱を定め、平成２０年

度から、教育行政施策の評価を実施しています。 

 

○ 目　的  

・教育委員会内の各所管部署が行う教育行政活動について、その実施内容及び

成果等を検証することにより、より確実かつ有効な教育行政の運営を行いま

す。 

・点検及び評価の結果を明らかにし、市民に信頼される公正で開かれた教育行

政運営を推進します。 

○ 点検・評価の対象及び方法　 

第５次朝霞市総合計画後期基本計画（令和３年度～令和７年度）に位置付け

た、「第３章　教育・文化」のうちの４つの大柱、１０の中柱における令和５年

度の教育行政諸施策について、点検・評価を実施しました。 

この点検・評価の客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する方か

ら意見をいただくこととしています。 

 

 
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）［抜粋］ 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条　教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事

務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）

を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、こ

れを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２　教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活

用を図るものとする。
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第５次朝霞市総合計画後期基本計画が令和３年度から開始され、施策や事務

事業の指標等の見直しが行われたことから、教育行政諸施策の点検・評価につ

いても、第５次朝霞市総合計画後期基本計画同様、各年ごとの達成度ではなく、

最終目標に向けての進捗状況を評価することとします。 

なお、第５次朝霞市総合計画後期基本計画の大柱及び中柱は、第２期教育振

興基本計画（令和３年度～令和７年度）の基本目標と一致しているため、今回

の点検・評価をもって、第２期教育振興基本計画の点検・評価を行っているも

のとします。



３　施策体系一覧
第５次朝霞市総合計画後期基本計画（第２期朝霞市教育振興基本計画）

　　　第３章　教育・文化

①豊かな心を育む教育の推進
②いじめ・不登校対策の推進
③人権を尊重した教育の推進
④生徒指導・教育相談の充実
⑤体力の向上と学校体育活動の推進
⑥健康の保持・増進
⑦小学校と幼稚園・保育園等の連携の推進

①確かな学力の育成

④技術革新に対応する教育の推進
⑤主体的に社会の形成に参画する力の育成
⑥共生社会を目指した支援・指導の充実

①教職員の資質・能力の向上
②子どもたちの安全・安心の確保
③快適な教育環境の整備充実

①生涯学習推進体制の充実
②学習情報の提供と学習機会の充実

①学習活動の支援・充実
②利用しやすい施設の提供

①推進体制の充実
②活動情報の提供の充実
③スポーツ事業の充実
④団体、指導者の育成・支援と交流の促進

①利用しやすい施設の整備
②利用しやすい施設の運営

①文化財の保護・活用・伝承支援

③小・中学校等と連携した学習活動

①芸術文化の活動の充実支援
②発表と鑑賞の機会の充実支援

②進路指導・キャリア教育の推進

③伝統と文化を尊重し国際性を育む教育の推進

③団体、学習グループの支援とリーダーの育成・活用

②地域資料の専門的調査研究とその成果の展示・公開

(1) 学校教育 朝霞の次代を担う人材の育成

確かな学力と自立する力の育成

質の高い教育を支える教育環境の
整備充実

学校を核とした家庭・地域との連
携・協働の推進

①学校・家庭・地域が一体となった教育力の向上

(2) 生涯学習 生涯学習活動の推進

学びを支える環境の充実

(3)
スポーツ・レク
リエーション

スポーツ・レクリエーション活動
の推進

利用しやすい施設の提供

(4) 地域文化 歴史や伝統の保護・活用

芸術文化の振興

   3
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４　施策内容及び評価　 

（１）学校教育 

 

●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名 朝霞の次代を担う人材の育成
担当課 教育指導課

 
関連課

教育総務課、教育管理課、 

学校給食課

 

目指す姿

発達段階に応じた様々な教育活動により、児童生徒一人一人の豊かな心と健やかな体

の育成が図られている。

 

施 策 の 

実施内容

スクールカウンセラー７人を市内全小中学校へ配置、さわやか相談員５人、サポート

相談員１１人を配置。 

朝霞市子ども相談室にスクールソーシャルワーカーを３名、教育相談員を４名配置。 

食育啓発リーフレット「あさかをたべる」の作成及びメールによる送付と教材アーカ

イブでの共有。 

【新規】 

・部活動の在り方検討会議の開催 

・「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」（朝霞第五中学校）

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 

規律ある態度 
の達成状況

８９％ ８８％
小・中学校とも全
項目の平均達成率
が９０％を上回る

全小・中学校を対象に実施さ
れる「規律ある態度」のアン
ケート結果における平均達
成率

 
不登校児童・ 
生徒の割合

小学校 1.47％ 
中学校 7.02％

小学校 2.30％ 
中学校 9.20％

小学校 0.43％ 
中学校 2.03％

年度内に３０日以上欠席し
た児童・生徒の割合（病気や
経済的理由を除く）

 新体力テスト
総合評価ＡＢ
Ｃの割合

小学校 74.4％ 
中学校 81.2％

小学校 74.7％ 
中学校 80.1％

小学校 85.0％ 
中学校 85.0％

毎年５月～７月の間で実施。
総合評価Ａ～ＥのうちのＡ
～Ｃに位置する児童生徒の
割合

 
給食残菜の 
排出量

４２７．６ｋｇ ４４３．４ｋｇ　 　４５２．０ｋｇ
学校給食センターと自校給
食校を合わせた１日平均の
排出量
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

 

進捗状況

・児童・生徒の規律ある態度について、学校・学年によって若干の課題は見受けられ

るが、市全体として児童生徒の規律ある態度は、着実に育っている。特に「時刻を守

る」の項目では小中学校ともに達成率が９５％を超えた。 

・各小中学校にスクールカウンセラーや各種相談員を、子ども相談室にスクールソー

シャルワーカー・相談員を配置し、関係諸機関等とも連携しながら、子どもが抱える

課題に応じた支援を実施した。 

・朝霞市食育推進委員会において、食育啓発リーフレット「あさかをたべる」を作成

した。

 

必要性

児童生徒を取り巻く社会状況も大きく変化し、ここ数年増加傾向にある不登校や問

題行動等に加え、ＳＮＳに関係するいじめやトラブルが増加してきている。また、家

庭環境も多様化し、食事の摂り方も家庭により多様化してきている。家庭と連携をは

かりながら、情報機器の適切な使用方法を身に付け、児童生徒の豊かな心を育成した

り、食育を推進したりすることは、今後ますます重要になってくると思われる。

 

現状と課題

の分析

・不登校児童生徒が抱える課題やその背景は多様化・複雑化しており、保護者によっ

ては教育相談を実施することができない家庭もある。解決のためには関係課や医療機

関等、関係する部署とのさまざまな連携が一層重要となる。 

・新型コロナ感染症の影響は低減したものの、インフルエンザ等の感染症も残ってお

り、子どもを取り巻く生活環境が変化し、生活の中で体を動かす機会が減少してきて

いる。

 

今後の展開

・教育相談活動のさらなる充実を図る。特に、不登校児童生徒の教育機会の確保に向

け、タブレット端末を活用したオンライン授業への参加等児童生徒個人への働きかけ

にとどまらず、家庭においても学習できるＡＩドリルの活用などを通して家庭生活環

境への働きかけにも重点を置く。 

・相談員やスクールソーシャルワーカー等による家庭訪問を通して、積極的に情報を

収集し、実態を把握し、児童生徒の多様な実態に応じた対応を図る。 

・各小・中学校における体力向上推進委員会の活動を充実させ、各学校の実態に応じ

た児童生徒の体力向上のための取組を進める。

 各小・中学校にスクールカウンセラーや各種相談員を、子ども相談室に相談員やスクールソーシャ

ルワーカーを配置し、関係諸機関等と連携しながら、児童生徒が抱える課題に丁寧に寄り添うことが

できている。一方で、不登校児童生徒数は増加しており、学習や体験活動の機会を確保するために、

タブレット端末を活用したオンライン学習等をすすめるとともに、適応指導教室の拡充や学校内の教

室以外の居場所等を整備していく必要がある。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

施策名
確かな学力と自立する力の 

育成

担当課 教育指導課

 
関連課 教育総務課

 

目指す姿

主体的・対話的で深い学びにより、児童生徒一人一人が確かな学力を身に付けるとと

もに自立する力の育成が図られている。

 

施 策 の 

実施内容

小学校低学年補助教員を全小学校へ合計２７名配置。 

あさか・スクールサポーターを全小・中学校へ合計１７名配置。 

市内各小・中学校のコンピュータの活用の推進及び保守・点検。 

朝霞市教育委員会研究開発学校の指定と研究発表会の開催。 

小学校英語指導助手を市内１０校に対し７人配置。全小学校の３・４年生の各学級で

外国語活動のティーム・ティーチングを実施。 

中学校英語指導助手を市内全中学校に各 1名配置。英語担当教員とティーム・ティー

チングを実施。 

通常学級における特別な支援を必要とする児童生徒支援員を市内関係各小・中学校へ 

３，０００回以上派遣。 

【新規】 

市内小中学校に３名のＩＣＴ支援員を配置。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 学習状況調査
における平均
正答率を上回
った科目数（小
学校）２科目
（国・算）

３科目 ２科目 ２科目

全国学力・学習状況調査（小
学校）において、市の平均正
答率が全国平均を上回った
科目数 
※４年度は国・算・理の３科
目

 学習状況調査
における平均
正答率を上回
った科目数（中
学校）３科目
（国・数・外）

４科目 ３科目 ３科目

全国学力・学習状況調査（中
学校）において、市の平均正
答率が全国平均を上回った
科目数 
※４年度は国・数・外・理の
４科目

 

授業にＩＣＴ
を活用して指
導する能力

小学校 81.70％ 
中学校 70.83％

小学校 83.60％ 
中学校 85.28％

小学校 95.00％ 
中学校 95.00％

学校における教育の情報化
の実態等に関する調査にお
ける「授業にＩＣＴを活用し
て指導する能力」の項目で、
「できる」又は「ややできる」
と回答した教職員の割合
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

 

進捗状況

低学年補助教員やあさか・スクールサポーター、英語指導助手などの人的配置は計

画通り実行できており、児童生徒一人一人へのきめ細かな学習支援・生徒指導を進め

ることができている。 

日本語を母語としない帰国児童・生徒は依然高止まりの傾向である。そのため、日

本語指導支援員の必要性は依然として高い。 

教職員研修に関しては、参集型で開催できた研究開発学校の研究発表や校内研修を

すすめ、教職員の資質向上が図られている。

 

必要性

小学校１・２年生における学習支援や生徒指導及び小学校３年生から中学校３年生

までの学力向上に係る、個別最適な学びの充実を図るためには、小学校低学年補助教

員やあさか・スクールサポーターなどの人的配置が不可欠であり、学校規模に応じた

配置を考えると、増員の検討も必要である。また、ＧＩＧＡスクール構想の推進に伴

い、一人一台タブレット端末のさらなる効果的な活用が必要である。小中学校に配置

したＩＣＴ支援員についても各校において効果的な活用が望まれる。

 

現状と課題

の分析

子供たちの多様な学びの保障や発達に課題を抱える子供の増加を背景に、小学校低

学年補助教員やあさか・スクールサポーターなどの支援員増員・資質の向上が求めら

れることが想定される。　　　 

また、ＧＩＧＡスクール構想の推進において、効果的にタブレット端末を活用する

ため、ＩＣＴ支援員等を活用し、教職員のＩＣＴに関する資質能力の向上を図るとと

もに、子供たちの適切な活用については保護者への啓発等も必要となってくる。

 

今後の展開

今後も、低学年補助教員・あさか・スクールサポーター・特別支援学級補助員等の

学校現場への人的配置については、学校規模に応じた適正配置をしていく。また、学

校の課題解決に対応した配置となるよう、それぞれの学校の実態を事前に把握する。

情報教育に係る学習環境の整備・充実に関しては、児童生徒用・教職員用のコンピュ

ータの入替を計画的に進めるとともに、教員の指導力を高めていく。令和６年度から

４名に増員配置されるＩＣＴ支援員を効果的に活用し、子供たちの確かな学びを支え

ていく。

  低学年補助員や、あさか・スクールサポーター、英語指導助手などを計画的に配置しており、きめ細

かな学習支援をすることで、学力・体力ともに一定の成果をあげている。また、各種支援員を各学校

の実態に応じて活用することで、障害や外国にルーツをもつ等の配慮を要する児童生徒への支援がす

すめられている。ICT 支援員の活用や ICＴ推進リーダーの活動により、教育活動におけるＩＣＴ活用

が進んでいる一方、個別最適な学び、協働的な学びを一体としてとらえ、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善が喫緊の課題となる。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名
質の高い教育を支える教育 

環境の整備充実

担当課 教育総務課

 
関連課

教育管理課、教育指導課、 

学校給食課

 

目指す姿

学校施設の改修や教職員の資質・能力の向上を図ることなどにより、児童生徒が安全

で安心して学びやすい環境で学校生活を送っている。

 

施 策 の 

実施内容

朝霞第三中学校体育館床改修工事などの施設改修工事。 

朝霞市教育委員会研究開発学校の指定（朝霞第一小学校、朝霞第二小学校、朝霞第五

中学校）と研究発表会の開催。 

中学校自由選択制の実施。 

【新規】 

小学校少人数学級に対応するため普通教室への転用工事の実施（二小、三小、六小） 

朝霞第六小学校増築工事 

朝霞第九小学校増築工事 

朝霞第二中学校外壁改修工事 

朝霞第十小学校大規模改修工事設計

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 「教科等指導
員」を任命した
教科等の数

１３教科等 ４教科等 １５教科等
指導のリーダーとなる知識
や技能を持つ「教科等指導
員」を任命する教科等の数

 避難訓練の 
１校あたりの
実施回数

３．０回 ３．０回 ３．０回
市内小・中学校の避難訓練の
実施回数

 屋内運動場の
エアコン設置
校数

小学校１０校 
中学校　４校

小学校１０校 
中学校　５校

小学校１０校 
中学校　５校

屋内運動場にエアコンを設
置している市内小・中学校の
数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

進捗状況

「教科等指導員」は指導に必要な人数を確保することができた。研究開発学校の指

定などにより、教職員の資質向上を図った。学校の修繕等は校舎、体育施設、屋外環

境の工事等を実施し、快適で安心・安全な教育環境の整備に務めた。平成３０年度か

ら実施してきている小・中学校屋内運動場へのエアコン整備については、令和５年度

をもって全校への設置が終了した。小学校の少人数学級への対応のため、普通教室へ

の転用改修工事を実施するとともに、朝霞第六小学校と朝霞第九小学校の増築工事に

着手した。中学校自由選択制は１４３人の申請・許可を行い、うち第五中学校の特認

校利用者は２６人であった。引き続き、通学区域の弾力化並びに第五中学校の活性化

に努めている。

 

必要性

教職員の資質向上のためには教職員研修が不可欠であり、タブレット端末の活用等、

研修を充実していく必要がある。学校施設は施設の長寿命化を図るため改修等を計画

的に実施していく必要があるとともに、改築も視野に入れた計画を策定していく必要

がある。また、少子化が進行している中ではあるが、過大規模の状況となっている学

校があり、対応策についても検討していく必要がある。 

また、特認校制度は第五中学校の活性化のために継続する必要があり、自由選択制

度は就学指定校の変更を弾力的に運用することから引き続き必要となる。

 

現状と課題

の分析

教育環境の充実のため、児童・生徒数の推移や施設の状況を的確に把握し、改修工

事の必要性や緊急性を判断し、計画的に改修工事を実施していく必要がある。 

また、過大規模となっている学校について、対応策を検討していく必要がある。

 

今後の展開

教職員研修は、教職員の資質向上のため引き続き実施していく。学校施設の改修・

修繕については、令和６年度に学校施設長寿命化基本方針を長寿命化基本計画へと改

訂し、計画的に校舎の修繕、改築が実施できるよう検討していく。中学校における特

認校制度及び中学校自由選択制度については今後も継続し、魅力ある学校づくりを目

指していく。

 　教科指導員等を担うスキルの高い教職員の育成は引き続き必要である。今後についても、校内研修

や指導課に訪問指導、各校の研究開発などを通じ質の高い教育を支える教職員の育成をはかっていく。 
　また。特認校制度、自由選択制度については、教育環境を弾力的に運用するために必要な施策とし

て認識しており、引き続き実施していく。 
　学識者からの指摘において、不登校児童の増加が指摘され、学びの確保が重要との指摘があり、ソ

フト、ハード面の対応が必要となることが今後考えられる。そのため、教育委員会内各課の情報交換

を密にし、必要に応じて環境整備のための事業展開を行っていく必要がある。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名
学校を核とした家庭・地域 

との連携・協働の推進

担当課 教育指導課

 
関連課

教育管理課、 

生涯学習・スポーツ課

 

目指す姿

学校において地域の人材が教育活動に関わることで、地域に根ざした特色ある学校づ

くりが推進されている。また、地域における奉仕活動・体験活動・防犯活動等を推進す

ることにより、地域で子供を育てる意識が醸成され、地域の教育力が活性化している。

 

施 策 の 

実施内容

・各小・中学校において、地域の様々な分野の専門的な知識や技能を有する地域の方々

を、支援員として授業や部活動、教育環境整備等に活用した。 

・学校運営協議会を市内小中学校１４校で設置。 

・活動を継続した団体（サークル３団体、ＰＴＡ５団体）に対し、補助金を交付するな

ど支援を行うとともに、家庭教育学級の活動報告集を作成、配付し、次年度の活動に向

けた周知・啓発を行った。 

・家庭学級合同講演会を開催でき、参加した保護者からも好意的な意見を多くいただい 

た。 

【新規】 

学校運営協議会を朝霞第三中学校、朝霞第五中学校の２校で立ち上げ、あらたに合計

１８名を委員に任命した。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 
学校応援団の
活動人数

１，９１５人 ２，０８５人 ３，８５０人
市内小・中学校で１年間に活
動した学校応援団の総人数

 ふれあい推進
事業の参加者
数

５，４９５人 ７，８１７人 ７，５００人
中学校区ごとに実施してい
るふれあい推進事業に参加
した方の延べ人数

 学校運営協議
会の設置（コミ
ュニティ・スク
ール）学校数

小学校１０校 
中学校　２校

小学校１０校 
中学校　４校

小学校１０校 
中学校　５校

学校運営協議会を設置した
コミュニティ・スクールの
小・中学校数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

進捗状況

・各学校において、様々な分野の専門的な知識や技能を有する市民を支援員として授

業等で積極的に活用し、特色ある学校づくりをそれぞれの学校の実態を踏まえて進め

ている。 

・学校運営協議会の設置校が増えてくることに伴い、地域や関係機関との連携の在り

方について、これまでの教育活動を見直すこともできた。 

・ふれあい推進事業については、新型コロナの収束が見えてくる中、４年ぶりに５つ

の中学校区のすべてでふれあいまつりを実施できた。 

・個別に開催している家庭教育学級に対しては、引き続きの支援を行い、家庭での教

育の推進に努めていく。

 

必要性

・日常生活の中で、社会のルールやモラル等をはじめ、多様な価値観の存在を子ども

たちに教え伝えていくうえで、大人の側の学びも重要なものとなっており、家庭教育

学級の必要性は高い。

 

現状と課題

の分析

・特色ある学校づくり支援事業では、数値に表れない学校応援団等、ボランティアに

よる支援が行われている学校もある。今後、社会に開かれた学校づくりという面でも、

コミュニティ・スクールの立ち上げを一つの契機として地域とともにある学校づくり

を推進していく必要がある。 

・ふれあい推進事業は、地域に根ざした活動となっているが、新型コロナの収束の兆

しがでてきており、地域と一体となった学校づくりに位置づけ、あらためて実施内容

等を検討していく必要がある。 

・コロナ禍により、参集が制限される状況が数年間続いたが、家庭教育学級は継続さ

れている。現状の回復を望み、学級を運営する団体等に対して、きめの細かい支援を

行っていく。

 

今後の展開

・事業としての取組を継続して推進していくと同時に、ボランティアの活用を含めた

内容の充実を図る。 

・市内小中学校１５校のすべてに学校運営協議会の設置を目指して、学校・家庭・地

域のつながりをさらに深めていく。 

・世帯構成が多様になり、それぞれのライフスタイルも多様化しているが、子供に対

する家庭教育の在り方・姿勢について、講演会や研修会を通して、周知・啓発を継続

していく。

 学校運営協議会設置校が１４校となり、地域とのつながりを強め、特色ある学校づくりを推進する

基盤が整ってきている。また、ふれあい推進事業では、各中学校区で実施し、体験活動や防犯活動等、

学校を核とした家庭・地域との連携がすすめられている。令和６年度には、市内全校に学校運営協議

会が設置されることを受けて、地域で子どもを育てる意識を醸成し、地域の教育力を活性化させる取

組を進めていく必要がある。
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（２）生涯学習 

 

●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 
施策名 生涯学習活動の推進

担当課 生涯学習・スポーツ課

 
関連課 ―

 

目指す姿

市民の学習ニーズに応えた学習や学習情報の提供及び活動の充実が図られ、いつでも、

どこでも、誰でもが学べる生涯学習環境が整っている。また、市民による自主的な活動

が活発に行われるとともに、学習の中心となる人材の育成と活用が図られている。

 

施 策 の 

実施内容

・社会教育委員会議を３回開催した。会議では、第３次生涯学習計画後期期間の進捗管

理を行うとともに、生涯学習施策の推進体制等について建議いただき、方向性が明示さ

れた。 

・生涯学習ガイドブック「コンパス」を発行し、生涯学習情報の周知を図った。また、

市民等の自主的な学習活動に対し、補助金を交付し、団体等の活動支援を行った。 

・市民企画講座、生涯学習体験教室、放課後子ども教室など各種事業を実施し、事業の

推進に努めた。 

【新規】 

令和４年度から実施した、夏季休暇期間の放課後子ども教室の開催について、令和５

年度から市内６校で３日間から２日間増とし、６校で５日間の計３０回実施することが

できた。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 
事業参加者満
足度

９３．１％ ９２．８％ ９２．０％
生涯学習各種事業における
満足度
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

 

進捗状況

従来どおり社会教育委員会議を３回開催した。会議では、第３次生涯学習計画の後

期期間における令和４年度の事業評価について建議いただくとともに、計画の進捗管

理等について、ご意見等いただいた。また、生涯学習部における事業報告と事業計画

についてお諮りし、ご意見をいただくことで、本市の生涯学習の方向性が示されるこ

ととなった。

 

必要性

各種事業が滞りなく開催されることで、参加者も前年度より増加しており、生涯学

習活動を求めている市民が多いことを改めて確認した。今後も学習ニーズに応じた事

業展開を行うとともに、新たな情報なども随時発信していく。

 

現状と課題

の分析

従前の事業体系に戻り、継続して学校・家庭・地域が連携し、つながる社会教育を

目指していく。

 

今後の展開

生涯学習施策の根幹である「第３次朝霞市生涯学習計画」を基に、多様な学習プロ

グラム、生涯学習情報の提供に努めていく。本計画の基本理念である「一人一人が心

豊かに　ともに学び　生きるまち　あさか」を実践し、市民が主体的に学び、人から

人へと学びが行き渡ってゆく知の循環型社会を目指し、生涯学習施策を推進する。

 　令和５年度は生涯学習施策全般が、従前のとおりに運営することができた。また、子供たちが安心

で安全に活動できる居場所づくりとして、夏季休暇期間の放課後子ども教室の開催を、市内６校で５

日間の計３０回実施することができた。 
「第３次朝霞市生涯学習計画」の目標のひとつである「知の循環型社会」が構築されていくよう、

新たな取組や拡充すべき生涯学習事業を一つ一つ丁寧に行いながら、生涯学習施策の推進に努めたい。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名 学びを支える環境の充実
担当課 中央公民館

 
関連課 文化財課、図書館

 

目指す姿

「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」が学べる施設運営が図られ、市民ニーズに応じ

た学習、文化活動が充実することにより、市民は教養や健康の維持向上を図る機会を享

受し、豊かな社会生活を営んでいる。

 

施 策 の 

実施内容

・公民館では、各種主催事業の実施、利用団体への部屋の貸出しを行った。また、施設

の維持管理や必要な修繕を実施した。 

・図書館では、資料の選定、保存、管理、貸出、情報提供、多様な事業の実施により読

書推進を図った。また、施設の維持管理、修繕を実施した。 

・博物館では、展示、教育普及、資料調査、資料保存及び施設の維持管理を実施した。 

【新規】 

・公民館では、中央公民館エレベーター改修工事や長寿命化改修工事設計業務委託のほ

か、東朝霞公民館の空調設備改修工事、北朝霞公民館空調設備改修工事設計業務委託を

実施した。また、学生等の学習環境の確保に向け空き部屋を解放した。 

・博物館では、博物館外壁等改修工事設計業務委託を実施した。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 
事業参加者数 ３１，７２３人 ２９，２７６人 ７０，０００人

公民館、図書館、文化財課が
行う生涯学習事業の参加者
総数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

進捗状況

・公民館では、利用団体数が徐々に回復するとともに、事業や講座も概ね計画どおり

に実施できた。 

・図書館においては、図書、電子図書、視聴覚、新聞、雑誌などの図書館資料の提供、

多様な事業の実施により学習機会の提供、読書の推進を適切に行うことができた。ま

た、施設管理においても必要な修繕を行うことができた。 

・博物館では、事業の実施状況を新型コロナ過以前の状況に戻すべく、可能な限り定

員や回数を増やして事業を展開した。

 

必要性

生涯学習における様々な学びを支えるため、中央公民館、文化財課、図書館ともに、

今後もそれぞれの事業の継続が必要である。

 

現状と課題

の分析

・公民館、図書館、博物館それぞれにおいて、限られた予算で効果的な事業の実施や

適切な施設の維持管理を行うとともに、魅力ある事業の企画などにより、地域におけ

る生涯学習活動の拠点として来館者数の増加や利用者満足度の向上に努める必要があ

る。

 

今後の展開

・施設改修の実施を予定している部署は、より安全で快適に施設が利用できるよう取

り組んでいく。 

・情報通信機器の普及やデジタル化、新型コロナウイルスの影響など、社会の変化を

的確に捉えるとともに、市民ニーズの把握に努め、公民館、図書館、博物館における

市民サービスのあり方を考えていく必要がある。

 公民館においては、市民団体の活動が活発に戻り、主催事業も年齢に関わらず参加いただき、予定

どおり行えた。今後も、地域の学びの拠点であること、また、地域の人が集う居場所づくりとして、

地域や学校との連携強化を図っていきたい。 
図書館においては、いつでも、どこでも読書を楽しむことができ、高齢者や障害のある方にも配慮

した電子図書館の取り組みを推進していくとともに、学びの拠点として、施設管理も含めた安定的な

資料の提供に、引き続き努めていく必要がある。 
博物館においては、博物館法改正を踏まえ、引き続き地域や学校との連携を進めるとともに、Wi-Fi

等環境の整備やデジタルアーカイブ化に向けた検討を行っていきたい。
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（３）スポーツ・レクリエーション 

 

●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名
スポーツ・レクリエーション
活動の推進

担当課 生涯学習・スポーツ課

 
関連課 ―

 

目指す姿

誰でも　いつでも　どこでも楽しめる生涯スポーツ社会の実現が図られ、市民が日々

スポーツ・レクリエーションに親しんでいる。

 

施 策 の 

実施内容

・本市におけるスポーツ施策の方向性やスポーツ・レクリエーションの推進方策につい

て、スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員会議を開催し、検討を行った。 

・市民総合体育大会実行委員会及び体育協会に補助金を支出し、各団体の運営支援を行

った。 

・市民体育振興奨励補助金及び青少年スポーツ振興補助金を支出し、市民・団体の活動

を支援し、市民のスポーツ・レクリエーションの振興に努めた。 

・東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシー事業として開催したボッチャ

等の競技を今後も市民スポーツ教室等で引き続き開催する。 

【新規】 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックのレガシーを引継ぎ、令和５年度も関連

した自主事業を行った。（市民ボッチャ教室、誰でも OK！記録を破れ！等）

 

指　標　名
実　績

目標値 
（令和７年度）

説　　明
 令和４年度 

（参考）
令和５年度

 週１回以上ス
ポーツを行っ
ている人の割
合

― ― ６０．０％

週１回以上スポーツを行っ
ている人の割合 
※アンケートは不定期で実
施している。Ｒ３、Ｒ４は実
施なし。

 市が実施した
スポーツ・レク
リエーション
の参加人数

２，１４８人 ６，２２０人 １４，４００人
１年間で、市民体育祭やスポ
ーツ教室などに参加した人
数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

 

進捗状況

　市民総合体育大会、ロードレース大会など大規模なイベントのほか、ウォークラリ

ー大会、市民スポーツ教室及び小学生スポーツ教室等すべて実施することができた。　　 

　また、スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員会議を例年どおり開催し、各委員か

ら御意見をいただき、施策及び事業に取り入れることが可能なものについては、反映

できるように努めたことや、各種補助金についても継続的に実施できたことで、概ね

順調であると判断する。

 

必要性

・働き方改革や新しい生活様式が広まり、仕事以外の生きがいや交流の場が求められ、

スポーツがその役割を期待されている。 

・平均寿命が延びている中で、単なる寿命の長さではなく、健康で長生きすること（健

康寿命）がクローズアップされている。 

・中学校の部活動の在り方について、地域の指導員の人材確保などが課題である。

 

現状と課題

の分析

・市民がスポーツに親しむきっかけ作りとして、事業内容や周知方法を検討する必要

がある。 

・体育施設は多くの人が利用しているが、施設・スペースは限られており、効率的な

利用方法を検討するとともに、体育施設以外の場でできる運動の紹介なども必要であ

る。

 

今後の展開

・第２期朝霞市スポーツ推進計画では、各種施策により、市民がスポーツに触れる機

会を提供し、「みる・ささえる・つながる」スポーツから「する」スポーツにつなげ、

同計画の目標である「２０歳以上の市民のうち、６０％が週１回以上スポーツを行う

こと」を目指していく。 

・体育施設の指定管理者である朝霞文化・スポーツ振興公社とさらに連携を深め、市

民への啓発及び事業実施を進める。

 市民総合体育大会市民体育祭では、従来のスケジュールへと戻し、そのほかロードレース大会とい

った主要事業や、各種教室などすべて開催できた。 

各種大会、事業等は、市民の間にスポーツを普及し、市民の親睦と健康増進につながり、スポーツ・

レクリエーションの振興を図る上で重要であると考える。また、子ども利用の多い施設を市外利用者

へも解放していくことは、子育てしやすい環境整備の側面もある。引き続き、関係団体等と連携を図

り、生涯スポーツ施策の推進に努め、市民が参加しやすくスポーツに親しむきっかけづくりの推奨に

努める。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名 利用しやすい施設の提供
担当課 生涯学習・スポーツ課

 
関連課 ―

 

目指す姿

スポーツ施設の修繕や大規模改修を計画的に実施することにより、ユニバーサルデザ

イン等を考慮した、安心して利用できる施設・設備が整っている。また、利用者の声を

反映した施設の良好な管理･運営がされている。

 

施 策 の 

実施内容

・社会体育施設（総合体育館、武道館、滝の根テニスコート）及び公園体育施設につい

て、指定管理による管理運営を実施した。 

・溝沼子どもプールの維持管理を実施し、開場した。 

【新規】 

・武道館耐震改修工事を開始した。 

・施設利用については、感染症の５類移行に伴い、従前のとおり貸出を行った。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 
体育施設（１４
施設）の利用率

６１．６％ ６０．３％ ６２．０％
体育施設（１４施設）の利用
率
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

 

進捗状況

　溝沼子どもプールは、１日２部制としたが、市内在住のみの利用を緩和し、市外者

利用も可能とし、開場した。 

　総合体育館について、令和５年度は通常の貸出を行い、利用状況については増加傾

向である。他の体育施設においても、例年どおり運営を実施しており、利用状況は総

合体育館同様である。 

　また、武道館の耐震改修工事を開始した。

 

必要性

・施設の経年劣化は進行しており、適切に維持管理を行う必要がある。また、老朽化

が指摘される施設については、長寿命化や耐震化などの大規模改修が計画されている。 

・健康管理や仕事以外のコミュニケーションなどへの市民の関心の高まりから、スポ

ーツをする場所のニーズは引き続き、増加していくものと考えられる。

 

現状と課題

の分析

・限られた財政状況の中で、関係部署と調整しながら、各施設の必要な改修・修繕を

行っていく必要がある。 

・新規に開設する施設が見込めない中で、既存施設のさらなる効率的な利用を進めて

いく必要がある。

 

今後の展開

・朝霞市文化・スポーツ振興公社とのさらなる連携により、各施設の効果的な維持管

理と施設運営を行っていく。 

・関係部署と調整を図り、必要な改修・修繕を適切に実施していく。

 総合体育館などの社会体育施設は、感染症の５類移行に伴い、従前のとおり貸し出しを行った。 

施設の経年劣化は課題であるが、令和５年度から、武道館耐震改修工事を開始した。また、他の体

育施設においても、計画的に必要な修繕、改修工事等についての検討を進めていく。 

長寿命化など大規模改修を計画的に行い、指定管理者である文化・スポーツ振興公社とのさらなる

連携により、各施設の効果的な維持管理と施設運営を行っていく。
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（４）地域文化 

 

●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名 歴史や伝統の保護・活用
担当課 文化財課

 
関連課 ―

 

目指す姿

市民が地域の歴史や文化財について身近に接する機会が増え、次世代に地域文化が歴

史や伝統とともに継承され、郷土に対する愛着や文化財保護の理解と認識が深まってい

る。

 

施 策 の 

実施内容

・各種媒体を通じての文化財に関する普及啓発。 

・文化財保護関係団体への補助金交付。 

・指定文化財の柊塚古墳歴史広場、湧水代官水、広沢の池、二本松の保護、管理。 

・埋蔵文化財の確認調査(試掘調査)、発掘調査、整理、資料作成、出土品保存処理、調

査報告書刊行。 

・埋蔵文化財センターの維持管理。 

・重要文化財旧高橋家住宅の維持管理、活用事業 13回、年中行事展示 14 回。 

・博物館運営事業 

【新規】 

・県指定史跡柊塚古墳（柊塚古墳歴史広場）枯損木伐採 

・重要文化財旧高橋家住宅枯損木伐採 

・重要文化財旧高橋家住宅保存修理工事（茅葺屋根全面差し茅、東側谷部補修、竹簀子

床補修等）

 

指　標　名
実　績

目標値 
（令和７年度）

説　　明
 令和４年度 

（参考）
令和５年度

 
博物館展示回
数（回）

７回 ７回 ６回
博物館のテーマ展、企画展、
ギャラリー展等の開催回数

 博物館を授業
等で使用した
市内小中学校
数（校）

１５校 １５校 １５校
博物館を授業等で使用した
市内小中学校数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

進捗状況

　指標１については、目標を達成できている。 

　指標２については、目標を達成できている。 

　なお、埋蔵文化財調査件数について、市内開発事業の増加に伴い、目標値２件に対

し、令和３年度１３件、令和４年度９件、令和５年度４件となっており、目標を大幅

に上回る状態が続いている。

 

必要性

　博学連携での必要性をはじめ、文化財などの歴史資源を観光資源として使用しよう

とする動きが、博物館法の改正を含め、活発化してきており、地域の歴史、文化や文

化財に対する意識が高まってきている。

 

現状と課題

の分析

　博物館の開館から２７年、文化財保護係と併せ文化財課となり１６年が経過する中

で、施設や機器の経年劣化等により、文化財の充分な活用が図れない状況にある。 

　これらの文化財を保存し広く活用できるよう、施設改修や機器の更新も含め、適切

な保存環境の整備及び調査、整理、保存措置等を行う必要がある。

 

今後の展開

　博物館法改正の趣旨に鑑み、文化財の保護・管理とともに、文化財を市の特徴を示

すプロモーションとして使用できるよう、関係各課との情報共有を行っていく必要が

ある。

 指定文化財について、引き続き定期的な状況観察を行い、必要に応じた措置を施しながら維持管理

ができたこと、また、事業の実施状況においてはコロナ禍以前の状況に戻すべく、可能な限り定員や

回数を増して事業を展開できたことは重要であると考える。今後においても、地域的特色について学

術的な調査研究を進め、後世に文化・歴史を伝え、守っていくよう努めてまいりたい。 
博物館においては、資料のデジタルアーカイブ化を促進することで、ユニバーサルな視点で市民の

ニーズに対応するだけではなく、学校教育に対する支援の充実にもつながるため、引き続き学校との

連携に努めてまいりたい。
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●施策の概要 

 

●施策指標の進捗状況（令和５年度） 

 

 

施策名 芸術文化の振興
担当課 生涯学習・スポーツ課

 
関連課 ―

 

目指す姿

市民が芸術文化活動の成果を発表できる場と機会を得るとともに、より身近で優れた

芸術文化に親しめる機会が提供されている。 

各種団体やグループをネットワーク化し、市民の自主的な活動の充実と活性化をはか

り、芸術文化に感心を持つ市民の活動が促進されている。

 

施 策 の 

実施内容

令和５年度は、「芸術文化展」、「市民芸能まつり」、「文化祭」ほか、夏休み親子陶芸教

室といった芸術文化事業を全て実施することができた。 

【新規】 

感染症により中断していた芸術や文化活動をほぼ全体的に開催することができた。芸

術文化団体や市民の方の芸術文化への高揚を図ることができた。

 

指　標　名

実　績
目標値 

（令和７年度）
説　　明

 令和４年度 
（参考）

令和５年度

 
文化祭入場者
数

８，０３０人 ８，７６６人 １４，５００人 朝霞市文化祭の入場者数
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●施策の分析 

 

●評　価 

 

進捗状況

　文化協会と共催する芸術文化展、文化祭などの展示、発表部門のほか、夏休み親子

陶芸教室など、実施することができた。参加者や入場者は確実に増加しており、文化

協会に加盟する方々の展示、発表とそれを鑑賞する入場者により以前のように盛り上

がるまでになった。

 

必要性

　文化や芸術は親しみをもって取り組んでいくことで、暮らしや生活に豊かさをもた

らし、心にゆとりを与えてくれる。また、芸術文化が時代を超えて伝え広まっていく

よう、次世代への担い手に継承していかなければならない。芸術文化に触れ合うこと

で、市民それぞれの交流機会ともなり、コミュニティの活性化にもつながるものと考

えられ、その必要性は大きい。

 

現状と課題

の分析

　文化事業を滞りなく開催することができた。引き続き文化協会と連携し、関連する

団体等とも協働するなどし、子どもから高齢の方、障害のある方、また、外国人まで

全ての方が、分け隔てなく、芸術文化に触れ、親しむことができる文化施策の展開を

行っていく。

 

今後の展開

　子どもから高齢の方、また、障害のある方など全ての方が芸術文化に親しむことで、

豊かなまちづくりにつながるよう引き続き、芸術文化の継承に努めていく。 

また、地域の学生や若者たちが参画できる芸術文化事業の運営にも努めていく。

 文化祭事業、夏休み親子陶芸教室などを開催し、いずれも多くの参加者、入場者を受け入れること

が出来た。 

暮らしや生活に豊かさをもたらす芸術文化を推奨、情報発信をしていくことは、心にゆとりをもた

らすほか、市民の交流機会となり、コミュニティの活性化につながっていくことが期待される。 

引き続き文化協会と連携し、関連する団体等とも協働するなどし、子どもから高齢の方、障害のあ

る方、また、外国人まで全ての方が、分け隔てなく、芸術文化に触れ、親しむことができる文化施策

を展開していく。
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５　学識経験者からの意見   

令和５年度の事務の管理及び執行の状況について点検、評価を行うにあたり、次の学識

経験者の方々から、朝霞市教育行政施策評価会議の場において、教育行政施策全般にわた

り、幅広い観点から次のような御意見をいただきました。 

 

○星野　敦子　氏　（十文字学園女子大学　副学長） 

　第５次朝霞市総合計画後期基本計画（総合計画）において、「第３章　教育・文化」とし

て位置付けられている４つの大柱（学校教育、生涯学習、スポーツ・レクリエーション、

地域文化）（中柱１０、９４事業）について点検評価を行った。 

学校教育については、ＧＩＧＡスクール構想の推進に向けて、ＩＣＴ支援員３名を市内

中学校に新たに配置し、効果的なタブレット端末の活用を推進するなどの取り組みを行っ

た。「授業でＩＣＴを活用して指導できる教員の割合」が、小学校８３．６０％、中学校 

８５．２８％といずれも増加しており、特に中学校における伸びが大きい（１４．４５ポ

イント増）。ＩＣＴ推進リーダーの連携も次第に進んでおり、教科によってはアプリの導

入により授業に生かすなど、現場におけるＩＣＴ活用が着実に進んでいる。また令和６年

度からはＡＩドリルの導入も開始されたとのことで、今後の展開が楽しみである。学力状

況は、小学校、中学校ともに該当のすべての教科で全国平均を上回っており、総体的に高

い学力水準を維持している。 

一方で、不登校児童生徒数の増加が著しく、「年度内に３０日以上欠席した児童・生徒

の割合（病気や経済的理由を除く）」は令和５年度実績で、小学校２．３０％、中学校 

９．２０％である。令和４年度実績を文部科学省のデータで比較すると、朝霞市はやや下

回っているが、看過できない課題である。普通教育機会確保法に基づき、「必ずしも学校

に戻すことが解決策ではなく、自立に向けた学びの場の確保が必要である」という認識が

高まっていることも、不登校児童生徒増加の一因であり、どのように学びを確保するかが

重要となる。 
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これについて、朝霞市においては、「こども相談室」やＩＣＴを活用したオンライン配

信などにより対応している。「こども相談室」における学びの場は、「教育支援センター（適

応指導教室）」にあたるものであると思うが、朝霞市の規模からみて、その対応は十分な

ものとは言えない。直接不登校児童生徒が指導を受けることができ、また体験活動なども

できる場を増やす必要を感じている。特に、小学校低学年において不登校が増加している

とのことなので、基礎的な学力や体を動かしたり、友達と話をしたりという体験を少しで

も補填する努力をしてほしい。また学校内に不登校児童生徒の居場所を作ることも有効で

ある。教室には入れないが、学校に来ることはできる児童生徒も多いことから、自習室の

ような居場所において、オンラインで学習したり、体験活動をしたりすることで、少しず

つ自己肯定感を高めていける可能性が高い。近隣の中学校ではすでに取り組んでいるとこ

ろもあるので、そのような事例も参考にされるといいと思う。 

不登校以外にも、外国籍由来で日本語に不安があったり、発達障害（グレーゾーンを含

む）などで対応が困難な児童生徒も増えている。これに対し、スクールカウンセラー、さ

わやか相談員、サポート相談員などの学校配置、またスクールソーシャルワーカー、教育

相談員の「こども相談室」への配置を行っている。こうした体制を整えていることは、大

変心強い。またスタッフ同士の横の連携を図っており、実際の対応は困難な事例も多いと

思うが、限られた予算の中で人材確保に努め、努力されている点は評価に値する。 

朝霞市には「特認校」となっている朝霞第五中学校がある。小規模で家庭的な、ゆった

りと学べる学校であると聞いている。道徳の研究実践校として、生徒の心の学びの実践に

つなげるような研究が行われているとのことで、研究の成果が生徒の豊かな心の育成につ

ながり、１つのモデルとして成果を示し、社会に発信することを期待している。 

学校運営協議会の設置については、市内全１５校中１４校において設置され（令和６年

度には全１５校に設置）、着実に地域との連携のための基盤整備が進んでいる。またこの

うち２校（朝霞第一小学校、朝霞第三小学校）においてはすべての教員が関わっていると

のことである。コミュニティ・スクールによる地域住民との連携、特に教員の働き方改革
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との関連で、地域の方たちの力をお借りして、互いに支え合いながら子どもたちを育てて

いくという視点を共有しながら前進する学校と地域の在り方を、先進的な取り組みを通し

て牽引してほしい。 

夏季休暇期間の放課後こども教室について、令和５年度には、体験活動などを中心に市

内６校で５日間、計３０回実施された。前年度に比較して１２回増加しており、長期休み

中の子どもの居場所のニーズの高まりに対し好ましい対応である。近年長期休暇期間にお

ける子どもの生活環境や健康維持について課題が山積しており、給食が無くなることで栄

養不足となったり、規則正しい生活ができなくなることの影響が懸念されている。民間団

体などもこれに対して様々な形で居場所づくりなどを行っている。今後の課題として、民

間のＮＰＯなど、日ごろから子どもの居場所づくりをしている団体と連携し、食事を提供

したり、学習支援の場を増やすなどの努力をしてほしい。夏休みの過ごし方が、２学期以

降の学校生活や学習への意欲に大きな影響を与える。 

生涯学習については、新型コロナが第５類に変更され、影響がかなり緩和されてきてい

るものの、コロナ以前の水準にはいまだ及ばない点も多い。しかしながら、リモート技術

の導入など、コロナの影響で刷新された部分もあり、限られた予算の中で市民の学びに対

するニーズを満たし、「知の循環型社会」の構築に向けた努力を行っている。朝霞市に限

らず、公民館の利用者については高齢化傾向がみられる。講座の内容については、子ども

や青少年向けのもの、子育て支援等に関わるものなど多様な世代を対象とした講座を開設

する工夫がなされているが、公民館は地域の「学びの拠点」であると同時に、地域の人た

ちが集う「居場所」であることを踏まえ、学校帰りの子どもたちが立ち寄れる工夫をした

り、カフェのような安らげる空間づくりをするなど、これまでの常識を覆すような公民館

づくりを試みてほしい。「サークル体験会」などをやられているところもあるかもしれな

いが、近隣で効果をあげている事例もあることから、体験会の実施も有効であると思われ

る。 

博物館については、旧高橋家住宅の保存修理工事等を行い、より魅力的な文化財として、
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世界に誇れるものとなっている。法改正に向けて２０２１年にまとめられたワーキンググ

ループの資料（「これからの博物館に求められる役割」について　法制度の在り方に関す

るワーキンググループ）によれば、これからの博物館の基本的な役割は、①「まもり、う

けつぐ」コレクションの保護と文化の保存・継承　②「わかちあう」文化の共有　③「は

ぐくむ」未来世代への引継ぎ　④「つながる」社会課題への対応　⑤「いとなむ」持続可

能な経営の５つである。旧高橋家住宅についていえば、保護・保存、継承に加え、素晴ら

しい文化遺産として、観光や国際交流などにも十分生かせる宝である。デジタル技術など

も活用し、ぜひ世界に発信してほしい。 

博学連携については、市内の全小中学校により博物館の活用が行われている。近隣４市

の中で唯一博物館を有していることは、子どもたちにとっても大変ありがたいことである。

今後はぜひ博物館側からの働きかけで児童生徒の学びの質が向上するような工夫をして、

「はぐくむ」ことにもより一層尽力していただけたらありがたい。 

今年度の教育行政施策評価を通して感じたのは、「チームとしての学校」、「チームとし

ての地域学び」ということである。様々な局面で多様化が進む中で、１つの組織、１つの

部署、１つの学校、１つのクラスでの対応は限界を迎えているのではないだろうか。たと

えば不登校児童生徒の問題にしても、担任の先生に対応をゆだねても、おそらく何も解決

しないし、だれも幸福にはなれない。地域の中で必要な専門人材による対応を、組織的に

行い、必要に応じて地域の方や民間団体の力も借りて少しでも良い方向に進む努力をして

いくことが求められている。児童生徒のみならず、保護者に対する支援も必要となるし、

場合によっては医療や福祉の専門機関につなげる必要もあるかもしれない。 

現在は、地域の中で様々な機関や組織が緩やかなネットワークを築きつつある段階であ

る。まだまだでこぼこがあり、たまたまうまく連携を図れることもあれば、うまくゆかず

に滞ってしまうこともある。最も求められているのは、リーダーの柔軟な思考とマネージ

メント能力、そしてファシリテーション力である。多様な主体を動かし、つなげていける

リーダーの育成が最も重要な課題であるといえよう。
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○安原　輝彦　氏　（浦和大学　社会学部特任教授） 

　学校教育の分野及び生涯学習、スポーツ・レクリエーション、地域文化の各項

目ごとに、朝霞市における令和５年度の教育行政の実施状況並びに成果、効果と

ともに、今後の課題などについて担当課からの説明や報告があり、コロナ禍が明

けての本格的な教育行政の活動と、市内各学校や公民館をはじめとした生涯学

習、文化・スポーツの交流状況を把握することができた。 

　まずは、学校教育の分野に関する教育行政施策についてであるが、学校教育の

主たる目的である「時代を担う人材の育成」を目指して、児童生徒一人一人の豊

かな心と健やかな体の育成にあたって、学校をサポートする様々な人員の配置

は、充実した学校教育の運営には欠かせないものとなりつつあることが示され

た。具体的にはスクールカウンセラー、さわやか相談員、サポート相談員、スク

ールソーシャルワーカー、教育相談員、さらには小学校補助教員、朝霞スクール

サポーター、小学校・中学校英語指導助手、ＩＣＴ支援員、そして、通常学級に

おける特別な支援を必要とする児童生徒支援員の派遣などであり、学校教育と

他職種の連携にも力を注いでいる。 

　これらの義務教育段階にある小中学生の学校教育活動を支えるのは、家庭や

地域の協力が欠かせない。言い換えれば、学校教育を支え、学校とともに子ども

たちの成長に欠かせない力が家庭と地域の連携である。この施策として評価で

きることは、学校運営協議会が朝霞市の小中学校１４校に設置されたことであ

る。 

　言うなれば、学校も家庭も地域も児童生徒の成長を支える生産活動を行う場

であり、消費者ではなく、生産者としての連携、チームなのであると考える。そ

の意味からも学校経営や運営で学校とともに責任を分担しながら、子どもたち
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の教育を支える仕組みに大いに期待するところである。 

　これらの学校教育の分野の施策の成果としては、全国学力状況調査での結果

がおおむね全国平均を上回り、新体力テストでは小学校で７４％、中学校で 

８０％の子どもたちがＡ～Ｅの５段階評価でＣ以上の評価を達成していること

である。 

　しかしながら大きな課題の１つとして、不登校児童生徒数の割合が小学校で

２．３０％、中学校で９．２０％の率を示していることである。この課題解決に

向けては、今後も学校だけでなく市教委の教育行政、そして家庭や地域で知恵を

出し合う必要があるだろう。 

　次に、生涯学習の分野であるが、コロナ禍にあって活動が停滞していた状況か

ら、令和５年度は回復基調に向かい、学校の子どもたちや市民にとって、生涯学

習としての教育の場が改めて見直されたようである。学校の夏季休業期間中の

放課後子ども教室の開催も令和５年度からは市内６校で、これまでよりも２日

間増やして５日間に実施がなされ、計３０回の開催となったことで、子どもたち

も家庭も充実した活動の広がりを評価している。公民館での市民団体や自主運

営の講座の開催も盛んに行われ、子どもから高齢者までが参加できる内容の活

動も回復してきたようである。今後は学校と公民館の活動が、共同開催や連携開

催などネットワークの広がりに期待したい。 

　スポーツ分野では、市内の市民だけでなく、駅近郊のスポーツ施設やロードレ

ース大会など、市民の範囲を超えて他市の方々にも開放した活動も順次増えて

いき、朝霞市のスポーツ推進に貢献しているとの報告は大いに評価したい。また、

施設開放の一例として、溝沼子どもプールが市外者利用も可能としたことは、朝

霞市だけでなく近隣市の幼児、子ども利用の多い施設を開放していくことで、子
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育てしやすい環境整備の一環と言える。 

　文化財、芸術文化の振興に関しては、市の文化財や芸術文化を国内外に向けて

情報発信に努め、世界の朝霞市をアピールする方策を今後模索していきたいと

考える。 

　最後に、今後２０年、３０年先を見据えると朝霞市にとっても様々な形で影響

を受けるであろう「少子高齢化」、「グローバル化」、「デジタル化」の波は、教育

行政においてはその対応を、未来を見据えながら今から検討しておく必要があ

ると思われる。なんといっても、未来を生きる子どもたちの教育を担う分野であ

るだけに、２０年後を生きる子供たちがしっかりと朝霞の地を故郷として生き

ていく主権者に成長してもらいたい。そのためには、今を生きるわれわれ大人た

ちが市民としての誇りを持って、子どもたちに背中で示したいものである。
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６　資料   

朝霞市教育行政施策評価実施要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第２６条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況を明らかにするため、朝霞市教育行政施策評価（以下「評価」とい

う。）を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条　評価は、次の目的のために実施する。 

(1) 教育委員会内の各所管部署が行う教育行政活動について、その実施内容及び成果

等を検証することにより、より確実かつ有効な教育行政の運営を行う。 

(2)教育委員会内の各所管部署で実施している諸施策の点検及び評価の結果を明らか

にすることを通じ、市民に信頼される公正で開かれた教育行政運営を推進する。 

（評価対象） 

第３条　評価は、朝霞市総合振興計画基本計画に位置付けた教育委員会が行う教育行

政諸施策について行う。 

２　評価は、当該評価年度の前年度に実施した教育行政諸施策について行う。 

（評価回数） 

第４条　評価は、毎年度１回実施する。 

（評価方法） 

第５条　評価は、朝霞市行政評価制度における施策評価を活用して行う。 

２　評価は、教育委員会における自己評価とする。 

　（知見の活用） 

第６条　評価の実施に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図

るものとする。 

２　前項に規定する者は、２人以内とする。 

３　知見の活用に当たっては、当該評価年度ごとに、教育に関し学識経験を有する者

を教育長が依頼し、意見を求めるものとする。 

４　知見の活用の結果、得られた意見等は、教育委員会における自己評価結果に加え

るものとする。 

　（議会への報告） 

第７条　教育委員会は、評価の結果に関する報告書を作成し、議会に提出する。 

２　報告書の提出は、毎年度末までに行う。 

（評価の公表） 

第８条 　教育委員会は、評価結果を公表する。 

（庶務） 

第９条　評価に関する事務は、学校教育部教育総務課において処理する。 

（委任） 

第１０条　この要綱に定めのない事項については、教育長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、平成２１年２月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、平成２７年６月９日から施行する。 

附　則 

この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。
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